
皆さんのご参加を
お待ちしています。

★
第
8
回
ふ
く
ふ
く
講
座

　
性
暴
力
と
は
、
本
人
の
意
思
に
反
す
る
性
的
な
行
為
、

そ
の
す
べ
て
を
指
し
、
被
害
者
の
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
る

犯
罪
で
す
。
被
害
者
は
心
身
に
危
害
を
加
え
ら
れ
る
ば
か

り
か
「
被
害
者
の
方
に
非
が
あ
っ
た
の
で
は
」
な
ど
と
い

う
心
な
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
二
重
に
傷
つ
け
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
性
暴
力
か
ら
の
回
復
に
は
、
家
族
、
友
人
、
先
生
の
よ

う
な
身
近
な
人
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
理
解
や
支
え
が
必

要
で
す
。
誰
に
も
言
え
ず
に
苦
し
ん
で
き
た
方
が
勇
気
を

出
し
て
相
談
し
て
く
れ
た
と
き
、
ど
ん
な
言
葉
を
か
け
た

ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
相
談
者
か
ら
「
話
し
て
良
か
っ
た
。

ま
た
話
し
た
い
。」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
支
援
者
に
な
れ

る
よ
う
、
と
も
に
学
び
ま
し
ょ
う
。

テ
ー
マ:	

～﹁
あ
な
た
は
悪
く
な
い
﹂と
伝
え
ら
れ
ま
す
か
～

　
﹁
性
暴
力
被
害
か
ら
の
回
復
支
援
の
た
め
に
﹂

講
師
：
竹た
け
下し
た
小さ

夜よ

子こ

さ
ん(

精
神
科
医)

日
時　
11
月
16
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
午
後
９
時

場
所　
男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
く
ふ
く

対
象　
関
心
の
あ
る
方
（
市
外
の
方
も
参
加
可
）

受
講
料　
無
料

☆
受
講
ご
希
望
の
方
は
事
前
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
一
時
保
育
の
申
込
み
締
切
は
11
／
4
で
す
）

★
そ
の
他
、ふ
く
ふ
く
主
催・共
催
講
座
の
開
催
が
あ
り
ま
す
。

①
「
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
ネ
ス
1
ｄ
ａ
ｙ
レ
ッ
ス
ン
ｉ
ｎ
ふ
く
ふ
く
」

②
「
Ｄ
Ｖ
を
な
く
す
た
め
の
支
援
者
養
成
講
座
」

③
「
お
父
さ
ん
応
援
講
座 

〜
お
父
さ
ん
出
番
で
す
よ
！

　

  

子
ど
も
と
一
緒
に
力
を
合
わ
せ
て
お
餅
を
つ
こ
う
！
〜
」

※  

詳
細
は
22
ペ
ー
ジ
「
情
報
掲
示
板
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
せ
先

男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー	

ふ
く
ふ
く

　
志
真
志
1
丁
目
15
番
22
号

　
　
電　
　
　
話　
８
９
６‒

１
６
１
６

　
　
フ
ァ
ッ
ク
ス　
８
９
６‒

１
２
１
９

学び、ふれあい、感じる実践の場 めぶき★ふくふく情報

女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法が施行されました
　女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し､活躍できる環境を整備するため「女性活躍推進法」が平
成27年8月成立、平成28年4月1日から施行されました。
　これにより、国・地方公共団体・常時雇用する労働者が301人以上の企業は､自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分
析を行い、行動計画を策定、届出、情報公表すること等が義務付けられました。（300人以下の企業は努力義務）
　県内の策定届出状況は、該当する企業112社中、全社（100％）・努力義務企業においては13社となっています。（沖縄県労
働局雇用環境均等室Ｈ28年９月付）

法律制定の背景～なぜ女性の活躍推進が必要なのか～
我が国における働く女性の現状は、
・女性の就業率は上昇しているが、就業希望者は約300万人に上る。
・   第一子出産を機に約6割の女性が離職するなど出産･育児を理由に離職
する女性が依然として多い。
・  出産･育児後に再就職した場合､パート等になる場合が多く､女性雇用者
の非正規雇用の割合は約６割。
・  管理的立場にある女性の割合は11.3％（H26）と国際的に見ても低い（世
界96位/108国ILO調査）
となっており、働く場面において女性の力が十分に発揮できていない状況
にあります。
　一方、急速な人口減少局面を迎え､将来の労働力不足が懸念されている
中､企業等における人材の多様性を確保することは不可欠です。また､企業
自身にとっても多大なコストを投じた女性社員が､継続就業できる職場環
境にしていくことは大きなメリットがあります。このような状況を踏まえ「女
性活躍推進法」が制定されました。

問合せ：市民協働推進課　平和・男女共同係　☎893-4411　内線421　　　「お互いに　未来を掴もう　共同参画」

うない

女女
いきー

男男 ゆゆ んん たた くく ひひ ろろ ばば 143号

女性が働き続けるために、家族・社会・職場
において必要なことに関する意識
(H26年度　女性の活躍推進に関する世論
調査)において、推進を期待する上位５項目
は以下の内容となりました。

⑤
④
③
②
①

44.4

47.1

48.6

49.6

71.6％

①保育所や児童クラブなど環境の整備
②女性が働き続ける周囲の理解・意識改革
③男性の家事参加への理解・意識改革
④家事・育児サービスの充実
⑤  職場における育児・介護との両立支援制
度充実

男女が職場でも家庭でも共に輝く
ためには、パートナーが互いの個性
を認め合い、尊重し合い、協力する
ことが大切です。
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